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平成３０年度上田市社会福祉協議会事業計画  

【行動指針】 『あったかい  心あふれる  協働のまち』 

わが国の人口減少、少子高齢、核家族化は増々拍車がかかり、その社会構造の変化か

ら、政治、経済、文化をはじめとするあらゆる社会の仕組みが大きく変わろうとしてい

ます。 

また、地域社会においても、子育て、介護、障がい、生活困窮、認知症等、地域住民

が抱える多様で複合的な生活課題が顕在化しており、課題解決には様々な主体による支

え合いが必要とされています。 

生活に身近な地域における住民主体の支え合い体制の構築は、社協の使命として今こ

そその役割を果たすべき時です。 

国が目指す「地域共生社会」の実現に向けて、社協の特性を活かし、住民と共に向か

うべき方向を共にしながら地域福祉が発展していくよう努めてまいります。 

 

１ 住民参加と協働による地域福祉活動の推進 

(1) 地域住民、行政、自治会連合会、民生委員・児童委員協議会、社会福祉団体・施設、企業

ボランティア団体、ＮＰＯ等の地域の団体・組織との協働による地域福祉を推進します。 

(2) 第三次地域福祉計画・第三次地域福祉活動計画に基づき、地域で様々な福祉活動を推進し 

ます。 

(3) 全市に拡大した地区社協組織の充実と支部社協の基盤整備を推進します。 

(4) 住民と協働した住民支え合いマップづくりを進めるとともに、地域と連携し日常の新たな 

支え合いの仕組みづくりに取り組みます。 

(5) 福祉推進委員・福祉委員制度の充実を図ります。 

 

２ 地域包括支援センターを拠点とした総合的な福祉サービスの推進 

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業における総合相談と介護予防ケアマネジメントに努めま 

す。 

(2) 高齢者や障がい者等が地域で安心して自立した生活が送れるよう、その権利及び利益の保 

護に努めます。 

 

３ 地域で安心して生活できる環境づくりのための子育て支援事業の推進 

 (1) 児童館等で親子の交流の場を提供し、安心して子育てができるような支援の充実を図り

ます。 

 (2) 子育てに関する相談から放課後児童への対応まで一貫した子育て支援事業を推進します。 

 (3) ファミリー･サポート･センター事業の充実を図り、地域や家庭で安心して子育てのでき

る環境づくりを支援します。 

(4) 親子教室等の開催を通し、親子が楽しく学びながら仲間づくりができるよう支援します。 
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４ ボランティア地域活動センターの充実とボランティア活動及び福祉教育の推進 

(1) ボランティア地域活動センター運営委員会と協働し、センターの機能を充実させボラン

ティアへの意識を高め、ボランティア活動の拠点として、その環境を整備します。 

(2) 災害救援ボランティアセンターの機能を一層充実させ、地域の拠点として地域住民、行

政等との連携を図り、要援護者の支援体制の整備を図ります。 

(3) 地域で活躍するボランティアの発掘・育成のための各種講座の開催や情報提供を行いそ

の活動の支援や環境整備を図ります。 

(4) 自治会、学校、企業等を対象とした福祉教育の推進を図り、ボランティアや社会福祉へ

の理解を深めます。 

(5) 東日本大震災の市内避難者のために関係機関と連携を図り、支援活動を行います。  

(6) 社会福祉普及校へボランティア活動や各種講座の情報提供を行い、連携を深めます。 

 

５ 地域の福祉ニーズに基づくサービスや先駆的な取組み 

(1)  地域の福祉ニーズや課題を把握するための調査・研究を行い、そのニーズに沿ったサー 

ビスの企画や社協らしさを活かした事業を展開します。 

(2) 制度の狭間にある低所得者や社会的支援を要する人々への対応のため、地域の福祉課題 

を掘り起し、地域と密着したサービスや地域の特性を活かした新たな福祉サービスに取組 

みます。 

(3) 生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応じる「断らない・あきらめない・見放さな

い」を基本とした寄り添い型の総合相談体制や、関係機関との支援ネットワークを更に強

化するとともに、社会との関わりに極度の不安を抱える方や、その家族への支援にも取り

組みます。 

(4)  家計改善支援を通じ、生活困窮者の家計の状況を適切に把握し、相談者が自ら家計を管 

理できるように支援します。 

(5) 「社協お結びサポーター」を配置し、コミュニティソーシャルワーカー及び地区担当職員

と協働し、地域を基盤とする活動やサービスの調整を行います。 

 

【重点目標】 

1 「社協お結びサポーター」の配置拡大とコミュニティソーシャルワーカーとの連携 

2  地域と連携した住民支え合いマップづくりの推進と、新たな日常の支え合いの仕 

組みづくりへの活用 

3 市内を基盤とする社会福祉法人の協働化の推進 

4 地区社協組織の充実とあらゆる住民が支え合いながら自分らしく活躍できる地域 

コミュニティの育成 

5 「社協らしさ」が見える組織の風土づくり 

6  生活困窮をはじめとする深刻な生活課題の解決や孤立防止に向けた総合相談と支 

援の強化 

7  介護予防・日常生活支援総合事業における地域包括支援センターの機能強化 

8  介護保険事業のサービスの充実 

9  市民後見人の育成と活動支援 

10 東日本大震災復興への継続的な支援 

 11 法人内のキャリアアップの促進と、人材育成及び人事考課制度の成熟化 

  



- 3 - 

【主要事業】 

１【地域福祉推進事業（法人運営）】 

 社協の基盤強化と組織活動の充実 

  社会福祉協議会の基盤強化のため多様な関係機関､団体との連携協力を進めながら､住民主体 

 のコミュニティづくりを目指すとともに住民の期待に対応できる組織活動の充実に努めます。 

(1) 理事会、評議員会の開催 

(2) 行政機関、福祉関係団体、教育機関等との連携強化 

(3) 自治会長、民生委員・児童委員、福祉推進委員との連携強化 

(4) 地区社協組織及び支部社協組織の充実 

 (5) 社協会員の加入促進と団体会員・法人会員の拡大 

(6) 上田市社会福祉大会の開催､各種研修会､大会等への参加 

(7) 職員の資質向上に向けた資格取得の促進や各種研修会の開催及び参加 

(8) 事業充実、基盤強化のための自主財源確保への取り組み 

(9) 上田市高齢者クラブ連合会及び上田地域福寿クラブ連合会事務局の運営 

２【地域福祉推進事業（企画・広報）】 

 調査研究､啓発事業の推進 

 事業や福祉推進に関する調査研究を行うとともに､福祉関係情報の収集及び幅広い情報提供に努

めます。 

（1）社協オリジナル商品の開発 

（2）アンケート調査等による住民ニーズの把握・研究 

(3) 広報紙「社協うえだ」の発行 

(4) インターネットなど各種マスメディアも活用し、より多くの市民にいち早くわかりやすい福

祉情報の提供 

(5) エンディングノート「絆」の販路拡大と啓発（講座の開催） 

(6) 社協ＰＲの充実拡大（ホームページの充実・パンフレットの作成等） 

３【地域福祉推進事業（地域福祉推進）】 

地域福祉の推進 

  誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指し､住民同士が協力し、地域の特性にあった地域

福祉推進体制を築くとともに､住民参加による福祉の地域づくりを推進します。 

(1) 地域ふれあい事業の推進と充実 

(2) 希望の旅事業及びリフレッシュ事業の実施 

 (3) 福祉推進委員・福祉委員制度の充実 

(4) 地域包括支援センターや他機関との連携 

(5) 住民支え合いマップづくりの推進と日常の支え合いの仕組みづくりへの活用  

(6) ご用聞きサービス事業の協力会員の加入増進とニーズへの迅速な対応 

(7) 福祉移送サービス事業の推進（高齢者及び障がい者の移動手段の確保） 

  (8) 福祉用具短期貸出事業（無償）の実施 

 (9)みまもり・声かけ訪問事業の推進 

(10)ふれあいバス運行事業の実施 

 (11)ファミリー･サポート･センター事業の推進 

(12)チャイルドラインへの支援 

(13)地域子育て支援拠点事業 

連携型  大星子育てひろば、東塩田子育てひろば、神科子育てひろば 

一般型  清明子育てひろば 

(14)「社協お結びサポーター」の配置地区の拡大 
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(15)まちづくり協議会との連携・協働 

４【地域福祉推進事業（生活支援）】 

生活支援事業の充実 

  高齢者や障がいのある方たちが住みなれた地域で安心して生活できるよう､幅広い生活課題に 

対応する事業を推進し､地域で暮らす住民の日常的な生活を支援します。 

(1) 日常生活自立支援事業の推進 

 (2) 金銭管理･財産保全事業の推進 

(3) 生活困窮者自立相談支援事業“まいさぽ上田”の実施 

 (4) 市民後見人の育成と支援 

（5）生活困窮者家計改善支援事業の実施 

５【地域福祉推進事業（相談）】 

総合的な相談事業の推進 

  各種相談事業を窓口とし個別支援を行い、民生委員・児童委員、行政、障害者総合支援センタ 

ー、ハローワーク等多様な関係機関とのネットワーク機能を十分発揮しながら、総合的な支援体 

制を確立します。 

(1) 心配ごと相談事業 

(2) 結婚相談事業（お見合い企画の開催、マッチングシステムの活用、行政との連携・上田市   

結婚支援ネットワーク実行委員会・長野県実行委員会） 

(3) 法律相談事業 

６【地域福祉推進事業（資金貸付）】 

各種貸付事業の推進 

   行政や民生委員・児童委員など関係機関との連絡調整をし、家計相談支援事業等の社協事業と

の連携を密にし、貸付決定後も償還指導を含む継続的な生活相談を行うことにより、低所得・高

齢者・障がい者世帯の自立更生につながるよう各種貸付事業を推進します。 

(1) 生活福祉資金貸付事業 

(2) たすけあい資金貸付事業 

７【地域福祉推進事業（ボランティア地域活動）】 

 ボランティア地域活動センター事業、福祉教育の推進 

   ボランティア地域活動センター及びコーディネート機能の充実を図り、ボランティア活動の理 

解を深め、その活動に参加しやすい環境を整備します。また、福祉教育を推進するとともに、ボ 

ランティアの情報発信やネットワークの拡大を推進します。 

(1) ボランティア地域活動センター及びコーディネート機能の充実 

(2) 災害救援ボランティアセンター機能の充実・強化 

(3) 福祉教育の推進によるボランティア活動への参加促進 

(4) 地域で活躍するボランティアの発掘・育成 

(5) ボランティア地域活動センターの情報発信・提供活動の充実 

(6) ボランティア連絡協議会組織の充実 

(7) ボランティア地域活動センター運営委員会と協働による事業の開催 

(8) ボランティア活動者と協働し、より実践的な講座の開催 

(9) 社会福祉普及校との連携強化（連絡会の開催等） 

(10)多文化共生の地域づくり（上田市多文化共生推進協会との連携） 

(11)東日本大震災の市内避難者の支援活動の推進 

(12)大学、短大、専門学校等との連携による学生の地域活動への参加促進 

(13)ボランティア団体及び関係機関等との連携 
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８【地域福祉推進事業（老人福祉センター）】 

 地域の高齢者福祉の推進 

高齢者の生きがいと健康づくりを推進します。 

(1) 高齢者福祉センター管理事業 

  ア 高齢者学園事業の開催 

イ 高齢者文化祭事業の開催 

ウ 高齢者初級パソコン教室の開催 

(2) 丸子老人福祉センター設置管理事業 

(3) 真田老人福祉センター管理事業 

(4) 武石老人福祉センター管理事業 

 

９【地域福祉推進事業（施設管理）】 

指定管理事業の管理運営 

  市の指定管理者として管理運営に努め、利用者アンケート等を実施し利用促進を図ります。 

(1) ふれあい福祉センターの管理運営 

(2) 真田総合福祉センターの管理運営 

(3) 長瀬市民センターの管理運営 

  (4) 真田地域活動支援センターの管理運営 

 

１０【共同募金配分金事業】 

 赤い羽根共同募金による地域福祉事業の推進 

「じぶんの町をよくするしくみ」をキャッチフレーズに民間社会福祉事業の向上並びに福祉のま

ちづくりを積極的に進めるため、市民の皆さんに参加と協力をいただき共同募金運動を実施します。 

(1) 共同募金を各種福祉施設や団体等に配分し、障がい者や高齢者等の福祉活動の支援 

  (2) 地域の寄付文化の醸成及び募金増強等市民から寄付等の拡大 

 

１１【地域包括支援センター事業】 

総合的な介護予防相談事業の展開 

地域包括ケアシステムの基盤強化における、地域の総合相談窓口として関係機関等、多様な主

体との連携を強化し、高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう地域包括

支援体制に努めます。 

(1) 神川地域包括支援センター事業 

(2) 丸子地域包括支援センター事業 

(3) 真田地域包括支援センター事業 

(4) 武石地域包括支援センター事業 

 

１２【介護保険事業】 

通所介護事業  

  事業経営を見極めつつ、職員の資質向上と質の高いサービスの提供を心がけていきます。 

 (1) 通所介護事業（デイサービスセンター）の充実 

ア 中央デイサービスセンター事業 

イ 神川デイサービスセンター事業 

ウ 武石デイサービスセンター事業 
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居宅介護支援事業 
地域との連携を図りながら、利用者に適した社会資源の活用や社会参加を薦め、質の高いサー

ビスを提供します。 

 (1) 居宅介護支援事業(ケアマネジメント)の充実 

ア 介護相談センター事業 

イ 神川介護相談センター事業 

ウ 丸子介護相談センター事業 

１３【児童館事業】 

 子育て支援の推進及び地域子育て支援拠点事業の推進 

  地域児童の健全育成を図り、子育て支援を推進します。 

(1) 朝日が丘児童館管理運営事業 

(2) 緑が丘児童館管理運営事業 

(3) 川辺町児童センター管理運営事業 

(4) 秋和児童センター管理運営事業 

(5) 東塩田児童センター管理運営事業 

(6) 大星児童センター管理運営事業 

(7) 神科児童センター管理運営事業 

(8) 神川児童センター管理運営事業 

(9) 下丸子児童館管理運営事業 

(10)要支援児童の受入と援助 

 


